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平成18年 3月24日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1762号

告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
二
八
九
・
横
手
保
健
所
）
…
…
…
…
…
１

◯
保
安
林
の
指
定
の
解
除
（
二
九
〇
・
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
二
九
一
〜
二
九
四
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
二
九
五
〜
二
九
八
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
公
共
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
認
可
（
二
九
九
・
港
湾
空
港
課
）
…
…
…
…
４

◯
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
の
届
出
（
三
〇
〇
・
会
計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
仙
北
地
域
振
興
局
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
）
二
件
…
５

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
称

有
限
会
社
み
う
ら

薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
寿
町
三
番
六
号

辞

退

年

月

日

平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日

（
関
係
図
面
は
、
省
略
し
、
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
及
び
北
秋
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

郡

市

北
秋
田
市

町

村

西

目

町

大

字

森

吉

字
羽
根
滝

地

番

一
四
の
一

台

帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

七
九
、
七
六
九

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

七
・
九
七
六
九

保

安

林

面

積

見

込

み

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

〇
・
三
五
四
四

保

安

林

解

除

面

積

見

込

み

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

〇
・
三
五
四
四

指
定
の
目
的

な
だ
れ
の
危

険
の
防
止

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

森
　
　
林
　
　
の
　
　
所
　
　
在
　
　
場
　
　
所

全
　
　
　
　
面
　
　
　
　
積
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
五
号

百
五
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

二
二
・
〇
〇
〜
四
七
・
〇
〇

一
九
・
四
〇
〜
二
二
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
一
二

〇
・
〇
一
二

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

仙
北
市
角
館
町
上
野
一
四
二
番
二
地
先
か
ら
一
四
六
番
一
地
先
ま
で

〃

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

二
百
八
十
二
号

二
百
八
十
二
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
〇
〇
〜
二
九
・
〇
〇

二
四
・
〇
〇
〜
五
三
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜
二
九
・
〇
〇

二
五
・
〇
〇
〜
六
〇
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
四
五

〇
・
二
九
九

〇
・
二
四
五

〇
・
二
九
九

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
花
輪
字
鉄
砲
二
四
番
一
地
先
か
ら
字
新
矢
五
七
番
二
ま
で

鹿
角
市
花
輪
字
鉄
砲
二
四
番
一
地
先
か
ら
字
新
矢
二
四
五
番
二
ま
で

鹿
角
市
花
輪
字
鉄
砲
二
四
番
一
地
先
か
ら
字
新
矢
五
七
番
二
ま
で

鹿
角
市
花
輪
字
鉄
砲
二
四
番
一
地
先
か
ら
字
新
矢
二
四
五
番
二
ま
で

ＡＢＡＢ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

本
荘
西
仙
北
角
館
線

本
荘
西
仙
北
角
館
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇
〇
〜
二
九
・
〇
〇

一
四
・
〇
〇
〜
四
四
・
四
〇

一
四
・
〇
〇
〜
四
四
・
四
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
七
一
五

〇
・
八
四
七

〇
・
八
四
七

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
仙
市
寺
館
字
上
沖
谷
地
八
〇
番
一
地
先
か
ら
北
野
目
字
堂
伝
一
八
六
番

一
地
先
ま
で

大
仙
市
寺
館
字
上
沖
谷
地
八
〇
番
一
地
先
か
ら
北
野
目
字
堂
伝
一
八
六
番

一
地
先
ま
で

大
仙
市
寺
館
字
上
沖
谷
地
八
〇
番
一
地
先
か
ら
北
野
目
字
堂
伝
一
八
六
番
一
地

先
ま
で

ＡＢ

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

山
谷
富
根
停
車
場
線

山
谷
富
根
停
車
場
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

五
・
〇
〇
〜
二
六
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
二
六
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
九
七

〇
・
二
九
七

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

能
代
市
外
割
田
字
前
田
四
五
番
二
か
ら
常
盤
字
太
田
面
二
七
六
番
二
ま
で

〃
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一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
認
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
埋
立
工
事
し
ゅ
ん
功
認
可
の
日
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

４

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

能
代
五
城
目
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

山
本
郡
琴
丘
町
上
岩
川
字
西
鰄
渕
一
一
七
番
三
か

ら
一
〇
六
番
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

横
手
大
森
大
内
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

横
手
市
塚
堀
字
釜
蓋
三
五
番
三
地
先
か
ら
横
手
市

大
雄
田
根
森
字
根
田
谷
地
南
五
二
番
一
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

富
根
能
代
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

能
代
市
字
豊
祥
岱
一
番
五
一
七
か
ら
一
番
五
一
三

ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

金
光
寺
能
代
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

山
本
郡
山
本
町
外
岡
字
乗
越
一
〇
七
番
五
か
ら
一

二
一
番
一
一
ま
で
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二
　
埋
立
免
許
を
受
け
た
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

（一）

名
称
　
秋
田
県

（二）

住
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

（三）

代
表
者
の
氏
名
　
秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

三
　
埋
立
免
許
を
受
け
た
場
所
及
び
面
積

（一）

場
所
　
由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
三
十
五
番
及
び
三
十
七
番
の
各
地
先
公
有
水
面

（二）

面
積
　
三
万
六
千
七
百
六
十
四
・
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

四
　
埋
立
免
許
の
日
及
び
番
号
　
平
成
三
年
四
月
一
日
　
指
令
港
―
六
六
五

五
　
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村
名
　
由
利
本
荘
市

秋
田
県
告
示
第
三
百
号

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
十
九
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
鉱
山
字
尾
樽
部
六
番
地
一
　
有
限
会
社
　
浅
利
商
店

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

館
市
釈
迦
内
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
館
市
沼
館
字
神
田
表
五
十
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桜
　
庭
　
　
　
保

平
成
十
八
年
三
月
十
三
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
四
ツ
屋
東
部
地
区
ほ
場
整
備
事
業
）
の
換
地
処

分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
真
崎
地
区
ほ
場
整
備
事
業
）
の
換
地
処
分
を

し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
稲

川
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定

め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
岩
城
地
区
農
業
用
河
川
工
作
物
応
急

対
策
事
業
）
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
湯
沢
市
役
所

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
級
地
の
項
中
「
山
本
郡
峰
浜
村
水
沢
」
を
「
山
本
郡
八
峰
町
峰
浜
水
沢
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
　
　
　
告

５

人

事

委

員

会

規

則
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